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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
同方向回転二軸を有する粉体原料用押出機であって、粉体原料が供給される第一搬送部と
、第一搬送部の下流側に２つ以上の混練部と２つ以上の搬送部を有するスクリュー構成を
有し、第一搬送部の全体長さＬｃ１とスクリュー長径Ｄとの比Ｌｃ１／Ｄが８～２０であ
り、その構成スクリューエレメントの少なくとも１つ以上がリード長さＬｌとスクリュー
長径Ｄとの比Ｌｌ／Ｄが０．７～２である一条スクリューエレメントであり、第一搬送部
に続く第一混練部は、その全体長さＬｍ１とスクリュー長径Ｄとの比Ｌｍ１／Ｄが５～１
２であり、その構成エレメントに右ひねりのニーディングブロックと左ひねりのニーディ
ングブロックを少なくとも１つずつ以上有し、前記右ひねりニーディングブロックは、デ
ィスク幅Ｗ１とスクリュー長径Ｄとの比Ｗ１／Ｄが０．４５～１かつ、ひねり角が１０～
３０°であり、前記左ひねりニーディングブロックは、ディスク幅Ｗ２とスクリュー長径
Ｄとの比Ｗ２／Ｄが０．１～０．３かつ、ひねり角が２０～４０°であり、また第一混練
部に続く第二搬送部にベント口を有する粉体原料用押出機に、ポリフェニレンスルフィド
、ポリアミド系樹脂およびポリエステル系樹脂から選ばれる１種以上の熱可塑性樹脂を含
む平均粒径が１～５００μｍの粉体原料を供給し、混練押出する熱可塑性樹脂組成物の製
造方法。
【請求項２】
前記熱可塑性樹脂１００重量部に対し、０．１～５０重量部のエラストマーを配合して、
混練押出する請求項1に記載の熱可塑性樹脂組成物の製造方法。
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【請求項３】
見掛け密度が０．１～０．７ｇ／ｍｌの粉体原料を供給し、混練押出する請求項１または
２に記載の熱可塑性樹脂組成物の製造方法。
【請求項４】
第二搬送部の下流側の第二混練部より下流側に真空ベントを有する粉体原料用押出機にお
いて、少なくとも１つの真空ベント口における真空度がゲージ圧で－６０ｋＰａ以下であ
ることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の熱可塑性樹脂組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粉体原料用の押出機に関する。さらに詳しくは見掛け密度が低い粉体原料の
噛み込み性能を向上させつつ、押出機のベント部から未溶融の原料が吹き上がるトラブル
を低減し、生産効率の高い熱可塑性樹脂組成物の製造方法とそれを達成するための押出機
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、熱可塑性樹脂組成物は熱可塑性樹脂にフィラー成分等の粉体状強化材や、各種
の機能付与材を加えて、押出機を通してペレットに造粒された後、成形加工機による製品
の生産が行なわれる。
【０００３】
　しかしながら、熱可塑性樹脂が粉体の場合や、多量の粉体強化材を含む粉体原料を押出
する際には、ペレット状原料に比べて見掛け密度が低い為、押出機への噛み込み性が劣る
課題を有している。また、噛み込み性を上げようとすると、溶融が不十分となり、下流に
設置したベント口より未溶融または分散不良の原料が噴出するため、いずれの場合でも押
出量が低下し、効率の良い生産を行なうことが出来なかった。
【０００４】
　なお従来、粉体原料を押出する技術については、次のようなものが知られている。
【０００５】
　例えば、特許文献１では、高濃度にフィラー成分を含有する樹脂組成物の生産性向上の
ために一条スクリューと特定のひねり角を有する右ひねりのニーディングブロックを組み
合わせたスクリュー構成を用いる方法が記載されている。
【０００６】
　また、特許文献２、３には、粉体原料を用いる樹脂組成物の生産性向上のために一条ス
クリューと特定のニーディングブロックを配置するスクリュー構成を用いる方法が記載さ
れている。
【０００７】
　さらに、特許文献４では、粉体原料を用いる樹脂組成物の生産性向上にスクリューフラ
イト部の長径Ｄと短径ｄとの比Ｄ／ｄを規定し、深溝の押出機を使用するとともに一条ス
クリューと特定のニーディングブロックを配置するスクリュー構成を用いる方法が粉体原
料の噛み込み性を向上させる方法として記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平９－２９８１４号公報
【特許文献２】特開平１０－２４４８３号公報
【特許文献３】特開平１０－１８０８４０号公報
【特許文献４】特開２０１０－１０５２８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　しかしながら、特許文献１に記載された製造方法では、右ひねりのニーディングブロッ
クのみを使用するため、圧縮が不十分となり、混練が不足し、粉体原料およびその他原料
の溶融が不十分となり、溶融または分散出来なかった原料が第一溶融部下流に設置された
ベント口より吹き上がり、閉塞する事があった。
【００１０】
　特許文献２、３に記載された製造方法では、混練ゾーン長がＬ／Ｄで１．０ないし２以
上であればよいとあるが、前記Ｌ／Ｄでは依然として混練ゾーンが短すぎるため、粉体原
料およびその他原料の溶融が不十分となり、溶融または分散出来なかった原料が第一溶融
部下流に設置されたベント口より吹き上がり、閉塞する事があった。
【００１１】
　また、特許文献２、３に記載された製造方法でベント口での吹き上がりを抑制するため
には、混練度を強化する必要があるが、前記特許文献に記載のエレメントを組み合わせる
だけでは、混練部での樹脂充満度が上がり、原料とともに入った空気が供給口側へバック
フローし、原料の噛み込み性が劣る結果となる。
【００１２】
　特許文献４に記載された製造方法では、粉体の噛み込み能力は向上する。第一溶融部の
構成について、特定の右ひねりのニーディングブロックと中立ニーディングブロックの組
み合わせが好適に使用できる事が記載されているが、その構成によっては溶融不足となり
、ベント口での吹き上がりが発生し、生産不能となる事があった。
【００１３】
　本発明の目的は、上述したような従来技術における問題点を解決するために、粉体原料
の噛み込み性を確保しながら、ベント口での吹き上がりを抑制し、押出効率を更に向上さ
せることができる熱可塑性樹脂組成物の製造方法および粉体原料用押出機を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、これらの課題を解決すべく鋭意検討し、本発明に至った。すなわち、本
発明の熱可塑性樹脂組成物の製造方法と、それに使用する粉体原料用押出機は、以下のと
おりである。
１．同方向回転二軸を有する粉体原料用押出機であって、粉体原料が供給される第一搬送
部と、第一搬送部の下流側に２つ以上の混練部と２つ以上の搬送部を有するスクリュー構
成を有し、第一搬送部の全体長さＬｃ１とスクリュー長径Ｄとの比Ｌｃ１／Ｄが８～２０
であり、その構成スクリューエレメントの少なくとも１つ以上がリード長さＬｌとスクリ
ュー長径Ｄとの比Ｌｌ／Ｄが０．７～２である一条スクリューエレメントであり、第一搬
送部に続く第一混練部は、その全体長さＬｍ１とスクリュー長径Ｄとの比Ｌｍ１／Ｄが５
～１２であり、その構成エレメントに右ひねりのニーディングブロックと左ひねりのニー
ディングブロックを少なくとも１つずつ以上有し、前記右ひねりニーディングブロックは
、ディスク幅Ｗ１とスクリュー長径Ｄとの比Ｗ１／Ｄが０．４５～１であり、ひねり角が
１０～３０°であり、前記左ひねりニーディングブロックは、ディスク幅Ｗ２とスクリュ
ー長径Ｄとの比Ｗ２／Ｄが０．１～０．３であり、ひねり角が２０～４０°であり、また
第一混練部に続く第二搬送部にベント口を有する粉体原料用押出機に、ポリフェニレンス
ルフィド、ポリアミド系樹脂およびポリエステル系樹脂から選ばれる１種以上の熱可塑性
樹脂を含む平均粒径が１～５００μｍの粉体原料を供給し、混練押出する熱可塑性樹脂組
成物の製造方法。
２．前記熱可塑性樹脂１００重量部に対し、０．１～５０重量部のエラストマーを配合し
て、混練押出する１に記載の熱可塑性樹脂組成物の製造方法。
３．見掛け密度が０．１～０．７ｇ／ｍｌの粉体原料を供給し、混練押出する１または２
に記載の熱可塑性樹脂組成物の製造方法。
４．第二搬送部の下流側の第二混練部より下流側に真空ベントを有する粉体原料用押出機
において、少なくとも１つの真空ベント口における真空度がゲージ圧で－６０ｋＰａ以下
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であることを特徴とする１～３のいずれかに記載の熱可塑性樹脂組成物の製造方法。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物の製造方法および、粉体原料用押出機によれば、生産設備
の大幅な改良が不要にも関わらず、粉体原料の噛み込み性を確保しながら、ベント口での
吹き上がりを抑制することが可能となるため、粉体原料を含む熱可塑性樹脂組成物の更な
る生産効率向上が可能となり、コスト競争力の高い熱可塑性樹脂組成物の生産が可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に用いられる押出機の１例を示す横断面図である。
【図２】本発明に用いられるサイドフィーダを適用した押出機の１例を示す横断面図であ
る。
【図３】本発明の搬送部に用いられる一条スクリューエレメントの１例を示す平面図と側
面図である。
【図４】本発明の搬送部に用いられる二条スクリューエレメントの１例を示す平面図と側
面図である。
【図５】本発明の混練部に用いられる右ひねりのニーディングブロックの１例を示す平面
図と側面図である。
【図６】本発明の混練部に用いられる左ひねりのニーディングブロックの１例を示す平面
図と側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、熱可塑性樹脂組成物の製造方法および粉体原料用押出機に関する。
【００１８】
　以下、本発明の粉体原料用押出機の実施形態および熱組成樹脂の製造方法の工程につい
て図１を用いて説明する。
【００１９】
　図１は、本発明における押出機の１例を示す横断面図である。図１においで、押出機１
は、粉体原料用の同方向回転二軸押出機である。
【００２０】
　本発明においてはスクリュー構成に大きな特徴を有するものであり、搬送部のスクリュ
ーとしては、一条スクリューエレメント、二条スクリューエレメント、三条スクリューエ
レメントなど、通常、搬送部に使用されるフライト状スクリューエレメントを用いること
が出来るが、第一搬送部の全体長さＬｃ１とスクリュー長径Ｄとの比Ｌｃ１／Ｄが８～２
０であることが重要である。Ｌｃ１／Ｄが８未満であると搬送能力が低下し、Ｌｃ１／Ｄ
が２０を超えてもそれ以上の搬送能力の向上は望めない。Ｌｃ１／Ｄの好ましい値として
は、Ｌｃ１／Ｄが８．０～１６.０である。Ｌｃ１／Ｄが前記範囲にある場合、押出機全
長Ｌを短くする事が出来、設備費用削減に貢献する。
【００２１】
　また、第一搬送部の構成スクリューエレメントの少なくとも１つ以上が、リード長さＬ
ｌとスクリュー長径Ｄとの比Ｌｌ／Ｄが０．７～２の一条スクリューである事が重要であ
る。一条スクリューのリード長さのＬ／Ｄが０．７未満であると搬送能力が低下し、リー
ド長さＬ／Ｄが２を超えると、搬送能力が大きすぎて第一混練部での溶融状態が不安定と
なりトラブルの原因となる。Ｌｌ／Ｄの好ましい値としては１～２である。
【００２２】
　また、一条スクリューの全体長さＬｃｓ１はＬｃｓ１／Ｄが４～２０であることが好ま
しい。Ｌｃｓ１が４未満では搬送能力が低下する。更に好ましくは４～１６である。
【００２３】
　更に好ましい形態としては、第一搬送部４の上流側である供給口２の下部から一条スク
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リューエレメントを配置するのが良い。また、第一搬送部４の下流側に二条スクリューを
用いることもできるが、そのつなぎ部にはトランジションスクリューエレメントを介して
用いることもできる。
【００２４】
　なお、第一搬送部４は、供給口２を含むバレルの最上流部を基点とし、長さを算出する
事とする。
【００２５】
　第一搬送部４に続く第一混練部５は、粉体樹脂に剪断力を与え混練する部分である。そ
の全体長さＬｍ１とスクリュー長径Ｄとの比Ｌｍ１／Ｄが５～１２であることが重要であ
る。Ｌｍ１／Ｄが５未満では、溶融状態が不十分となることがあり、ベント口での未溶融
原料の吹き上がりトラブルの原因となる。もしくは、粉体原料が溶融しないことで、巻き
込み空気が分離されず、混練部の見掛けの充満率があがり、巻き込み空気が供給口２にバ
ックフローし、粉体原料を含む原料の噛み込みを阻害することがある。Ｌｍ１／Ｄが１２
を超えると樹脂の劣化が起きるとともに、樹脂が完全溶融し、混練部での充満率があがり
、巻き込み空気が供給口２にバックフローし、粉体原料を含む原料の噛み込みを阻害する
ことがある。Ｌｍ１／Ｄの好ましい値は５．０～１０.０である。Ｌｍ１／Ｄが上記範囲
にある場合、押出機全長Ｌを短くする事が出来る。
【００２６】
　第一混練部５に用いられるスクリューとしては、その構成にディスク幅Ｗ１とスクリュ
ー長径Ｄとの比Ｗ１／Ｄが０．４５～１であり、かつひねり角が１０～３０°である右ひ
ねりのニーディングブロックと、ディスク幅Ｗ２とスクリュー長径Ｄとの比Ｗ２／Ｄが０
．１～０．３であり、かつひねり角が２０～４０°である左ひねりのニーディングブロッ
クとを、少なくとも１つずつ以上有することが重要である。
【００２７】
　右ひねりニーディングブロックのＷ１／Ｄが０．４５未満であると十分な剪断力がかか
らず、溶融状態が不安定となりベント口での未溶融原料の吹き上がりトラブルの原因とな
る。また、Ｗ１／Ｄが１を超えると、十分な推進力が得られずに樹脂が滞留し、供給口２
に粉体が巻き込み空気と共にバックフローするトラブルが生じる。Ｗ１／Ｄの好ましい値
としては０．４５～０．８である。また、ひねり角が１０°未満では推進力が強すぎるた
め、溶融状態が不安定となりベント口での未溶融原料の吹き上がりトラブルの原因となる
。３０°を超えると十分な推進力が得られずに樹脂が滞留し、供給口２に粉体が巻き込み
空気と共にバックフローするトラブルの原因となる。ひねり角の好ましい値としては１５
～３０°である。ここで、ディスク幅Ｗ１は複数枚のディスクで構成されるニーディング
ブロックのディスクのうち、最も幅の厚いディスクの厚みとする。また、押出機内２軸の
スクリューディスク同士が接触しないように、ニーディング部にはクリアランスが設けら
れることがあるが、その場合、前後どちらか一方とのディスクとのクリアランスも含めた
長さをＷ１とする。Ｗ２についても同様である。
【００２８】
　左ひねりニーディングブロックのＷ２／Ｄが０．１未満であると、機械的強度不足とな
り、実用性が失われる。また、０．３を超えると、充満率が上がらず、混練性能の向上が
望めない。また、左ひねりのニーディングブロックのひねり角が２０°より小さいと、左
ひねりのニーディングブロックによるせき止め効果が大きくなりすぎて、樹脂の充満率が
あがり、供給口２に粉体が巻き込み空気と共にバックフローするトラブルが生じる。４０
°より大きいと、せき止め効果が十分ではなく、混練部での溶融状態が不安定となる。
【００２９】
　左ひねりのニーディングブロックは第一混練部の下流部に設置されるのが、好ましい。
また、第一混練部下流部の左ひねりのニーディングブロックのディスク枚数は、第一混練
部での充満率を上げすぎないために、７枚以下が好ましく、５枚以下が更に好ましい。
【００３０】
　また、第一混練部全体の搬送性を損なわない範囲で、右ひねりのニーディングブロック
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、左ひねりのニーディングブロック、中立のニーディングブロック、右ひねりのミキシン
グスクリュー、左ひねりのミキシングスクリューなど、通常、混練部に使用されるスクリ
ューエレメントを追加して用いることが出来る。
【００３１】
　第二搬送部６には、ベント口９を設けることが重要であり、このベント口で粉体原料と
共に押出機に噛み込まれた空気や、粉体原料に含まれる揮発分を除去することができる。
このベント口は大気開放ベントであっても真空ベントであっても良いが、粉体原料が真空
ベントで吸引される場合には大気開放ベントを好適に用いることが出来る。
【００３２】
　第二搬送部６で使用されるスクリューとしては、二条スクリューエレメントや、三条ス
クリューエレメントなど、通常、搬送部に使用されるフライト状スクリューエレメントを
用いることが出来る。また、その長さＬ／Ｄは２～１０が好ましく、２．０～１０．０が
さらに好ましい。
【００３３】
　第二混練部７は、樹脂に更なる剪断力を与え溶融混練する部分であり、熱可塑性樹脂組
成物として適正な混練状態とする部分である。第一混練部５に用いられるスクリューと同
様に、右ひねりのニーディングブロック、左ひねりのニーディングブロック、中立のニー
ディングブロック、右ひねりのミキシングスクリュー、左ひねりのミキシングスクリュー
など、通常、混練部に使用されるスクリューエレメントを用いることが出来る。また、そ
の長さは、Ｌ／Ｄ＝２～１０であることが好ましく、２．０～１０．０がさらに好ましい
。
【００３４】
　第三搬送部８は、粉体原料に含まれる揮発分や、原料の熱分解によって発生した揮発分
などをベント口１０から除去する部分である。そのスクリューとしては、二条スクリュー
エレメントや、三条スクリューエレメントなど、通常、搬送部に使用されるフライト状ス
クリューエレメントを用いることが出来る。
【００３５】
　なお、第三搬送部８に付帯するベント口１０は、脱気効率を高める為に真空ベントが好
ましい。また、ベント口は１個に限定されるものではなく、複数個あっても構わない。
【００３６】
　更に、熱可塑性樹脂組成物の機械強度等の特性を向上させるために、補強材を配合する
場合があるが、本発明の押出機を用いて、例えば図２に示すように、溶融後の樹脂に補強
材を混合するサイドフィード方式を適用することもできる。その場合は、供給口２から供
給された粉体原料を搬送する第一搬送部４と、混練して少なくとも一部を溶融する第一混
練部５と、ベント口９を有する第二搬送部６と、混練溶融する第二混練部７と、供給口１
２から供給された補強材を搬送する第三搬送部８と、補強材を分散する第三混練部１３と
、ベント口１０を有する第四搬送部１４を有するスクリュー構成を適用することができる
。
【００３７】
　次に、図１の押出機１を用いて本発明の熱可塑性樹脂組成物の製造方法を説明する。
【００３８】
　供給口２から供給された粉体原料は、押出機バレルの加熱およびスクリュー３の回転に
より、吐出口１１の方に溶融混練されながら運ばれる。混練ゾーン５および混練ゾーン７
、あるいは混練ゾーン１３で各原料が均一に溶融混練されて熱可塑性樹脂組成物となる。
熱可塑性樹脂組成物は吐出口１１から吐出され、造粒機にてペレット化されたり、あるい
は直接接続された成形装置に送られる。
【００３９】
　上記の様な熱可塑性樹脂組成物の溶融混練製造方法に際しては、押出機のバレル温度も
重要であり、粉体原料の融点温度以上３５０℃以下、またはガラス転移温度以上３５０℃
以下に設定して行なうことが好ましい。バレル温度が低すぎると粉体原料の混練状態が不
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安定となりやすく、逆に高すぎると樹脂の熱分解などの悪影響が発生することがある。
【００４０】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物の製造方法は、特に粉体原料の溶融混練に適している。こ
こで粉体原料としては、粉体樹脂を挙げることができる。粉体樹脂の具体例としては、ポ
リフェニレンスルフィド、ポリアミド系樹脂（ナイロン６、ナイロン６６等）、ポリエス
テル系樹脂（ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレン
ナフタレート、ポリカーボネート等）、ポリオレフィン系樹脂（高密度ポリエチレン、低
密度ポリエチレン、ポリプロピレン等）、ポリフェニレンエーテル、ポリオキシメチレン
（ポリアセタール等）、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体、ポリスチレ
ン、液晶プラスチック等を採用することができる。このうち、機械的性質、成形性の観点
から、ポリフェニレンスルフィド、ポリアミド系樹脂およびポリエステル系樹脂から選ば
れる１種以上の熱可塑性樹脂を含む粉体原料が好ましい。なかでも、ポリフェニレンスル
フィドを２０～１００重量％含む粉体原料が好ましい。
【００４１】
　また、粉体樹脂と粉体フィラーを混合した粉体原料にも有効である。粉体フィラーとし
ては、従来熱可塑性樹脂組成物の粉体フィラーとして使用されるものを使用することがで
き、珪酸鉱物、珪酸塩鉱物や種々の鉱物類を粉砕などの加工により微粉化した板状、針状
、および粒状のものが好ましく用いられる。具体例としては、ベントナイト、ドロマイト
、モンモリロナイト、バーライト、微粉ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、酸化ケイ素、ドー
ソナイト、シラスバルーン、クレー、セリサイト、長石粉、タルク、炭酸カルシウム、炭
酸リチウム、カオリン、ゼオライト（合成ゼオライトも含む）、滑石、マイカ、合成マイ
カおよびワラステナイト（合成ワラステナイトも含む）、ガラスフレーク、ガラスビーズ
、ハイドロタルサイトおよびシリカなどが挙げられる。
【００４２】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物の製造方法は、供給口２より供給される粉体原料が、特に
、見掛け密度が０．１～０．７ｇ／ｍｌ、および／または平均粒径が１～５００μｍの、
嵩高い粉体原料である場合に有効である。見掛け密度が０．１ｇ／ｍｌ以上の場合、本発
明による効果を十分に奏することでき、かつ吐出可能量は低くなることもない。０．７ｇ
／ｍｌ以下の場合、本発明による効果を十分に奏することができる。また、平均粒径が１
μｍ以上の場合は、本発明による効果が十分に奏することができ、かつ、吐出可能量は低
くなることもない。５００μｍ以下の場合、本発明による効果を十分に奏することができ
る。
【００４３】
　見掛け密度、平均粒径の少なくともどちらか一方が、上記範囲の場合であれば、本発明
の効果を奏することが出来る。見掛け密度の好ましい値は０．１～０．５ｇ／ｍｌであり
、平均粒径の好ましい値は１～４００μｍである。なお、見掛け密度は、例えばＪＩＳ　
Ｋ７３６５に示される方法で測定した値を言い、平均粒径は、例えばＪＩＳ　Ｋ５６００
－９－３に示される方法で測定した値を言う。
【００４４】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物の粉体原料には、上記の粉体樹脂や粉体フィラーといった
粉体原料が挙げられ、粉体原料の他に、ペレット状、繊維状などの原料を併用しても良い
。
【００４５】
　また、本発明の熱可塑性樹脂組成物の製造方法は、供給口から粉体原料とともに、エラ
ストマーを供給する際にも好適に使用することが出来る。エラストマーは主に熱可塑性樹
脂組成物の耐衝撃性を改良するために用いられるが、エラストマーを押出機内で溶融させ
るためには十分なせん断をかける必要がある。しかしながら通常の方法では、粉体原料と
ともに押出機内に供給される場合、粉体原料の噛み込みとエラストマー溶融の両立が困難
であるため、吐出量を大幅に低下させて、十分に両者を溶融させないと安定的に生産でき
ない。しかし、本発明の製造方法を用いた場合は、粉体原料とともにエラストマーを供給
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する場合であっても、吐出量の低下を抑制することができる。吐出量の低下の抑制は、安
定生産性、品質安定性、生産性向上効果を有する熱可塑性樹脂組成物の提供につながり、
しいてはコストメリットが期待できる。
【００４６】
　エラストマーの種類としては、特に限定されないが、スチレン系エラストマー、オレフ
ィン系エラストマー、ウレタン系エラストマー等、本発明で用いられる熱可塑性樹脂に最
適なエラストマーを選択し用いることができる。具体的には、ポリフェニレンスルフィド
樹脂を用いる場合は、オレフィン系エラストマーとして、エチレン/グリシジルメタクリ
レート共重合体をエラストマーとして配合することができる。
【００４７】
　その配合量としてはポリフェニレンスルフィド、ポリアミド系樹脂およびポリエステル
系樹脂から選ばれる１種以上の熱可塑性樹脂を１００重量部としたときに、０．１～５０
重量部が好ましい。０．１重量部以上の場合、エラストマーの添加効果が顕著に現れる。
５０重量部以下の場合は、本発明による効果を十分に奏することができる。さらに、第一
搬送部の一条スクリュー部で、スクリューの隙間にエラストマーが噛込み、スクリューが
ぶれることによって、スクリュー同士またはバレルとスクリューが接触し、スクリューま
たはバレルが破損するといったおそれもない。エラストマーの配合量の好ましい値は１～
４０重量部、更に好ましくは１～２０重量部である。
【００４８】
　また更に補強材は供給口２および／または供給口１２より供給することが出来る。但し
、繊維状補強材のように、強い剪断力を加えたりすると切断しやすいものの場合には、供
給口１２から供給することが好ましい。かかる補強材の種類は、特に限定されないが、従
来熱可塑性樹脂組成物の強化繊維として使用されるものが使用することができ、具体例と
しては、ガラス繊維、炭素繊維、アスベスト繊維、炭素繊維、グラファイト繊維、金属繊
維、チタン酸カリウムウイスカー、ホウ酸アルミニウムウイスカー、マグネシウム系ウイ
スカー、珪素系ウイスカー、スラグ繊維、石膏繊維、シリカ繊維、シリカ・アルミナ繊維
、ジルコニア繊維、窒化ホウ素繊維、窒化硅素繊維及びホウ素繊維などの無機強化繊維、
ポリエステル繊維、ナイロン繊維、アクリル繊維、再生セルロース繊維、アセテート繊維
、ケナフ、ラミー、木綿、ジュート、麻、サイザル、亜麻、リネン、絹、マニラ麻、さと
うきび、木材パルプ、紙屑、古紙及びウールなどの有機強化繊維等が挙げられる。
【００４９】
　更に、供給口２および／または供給口１２より付加的成分を加えることもできる。例え
ば、難燃剤、酸化防止剤、耐候性改良剤、離型剤、帯電防止剤、核剤、着色剤等を添加す
ることができる。
【００５０】
　また、押出機内で熱可塑性樹脂やエラストマーなどの原料から発生する揮発成分が熱可
塑性樹脂組成物に含まれる事を防ぐために、ベント口１０を真空ベントとする場合、その
真空ベント口における真空度がゲージ圧で－６０ｋＰａ以下である事が好ましく、－８０
ｋＰａ以下がさらに好ましい。真空ベント口における真空度が上記範囲である場合、効率
的に脱気することができる。また、ベント口は１個に限定されるものではなく、複数個あ
っても構わない。その場合は、少なくとも１つのベント口のゲージ圧が上記範囲にあれば
よい。
【実施例】
【００５１】
　次に実施例及び比較例によって、本発明の効果を具体的に説明する。
【００５２】
　押出機は、（株）東芝機械製二軸押出機（ＴＥＭ４８、Ｌ／Ｄ＝４８）を用いた。当該
押出機は、第一搬送部と、第一搬送部の下流側に２個の混練部と、２個の搬送部を有する
スクリュー構成である。具体的には、図１に記載の押出機１が挙げられる。また、第一混
練部に用いたスクリューエレメントは次の表１の通りである。
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　熱可塑性樹脂を含む粉体原料およびエラストマーを表２に示す配合比率で供給口２から
供給した。第一混練部に続く第二搬送部に大気開放ベントを有するベント口９を、第二搬
送部の下流側の第二混練部より下流側に真空ベントを有するベント口を設置した。真空ベ
ント口１０の真空度はゲージ圧で－９５ｋＰａとした。押出機を通して吐出されたストラ
ンド状樹脂組成物を水冷固化し、造粒機にて熱可塑性樹脂組成物ペレットとした。
【００５４】
　スクリュー構成は第一搬送部の長さＬｃ１、第二搬送部の長さＬｃ２、第二混練部の長
さＬｍ２のＬ／Ｄは順に１２、６、４で同一とした。第一搬送部で用いた一条スクリュー
エレメントのリード長さＬｌとスクリュー長径Ｄとの比は、Ｌｌ／Ｄ＝１．５であり、一
条スクリューの全体長さＬｃｓ１／Ｄは６．０とした。その下流にトランジションスクリ
ューエレメントを介して二条スクリューエレメントを配置した。
【００５５】
　また、第一混練部のエレメント構成を表２に示す通り、表１に示すスクリューエレメン
トを種々組み合わせることで第一混練部の長さＬｍ１と第三搬送部の長さＬｃ３を変えて
実験を行なった。
【００５６】
　最大可能吐出量は、押出機のスクリュー回転数を３５０ｒｐｍ、供給口２を含むバレル
の温度を５０℃、それ以外のバレルの温度を３００℃で一定とし、粉体原料が噛み込まな
くなる吐出量または、ベント口９で未溶融樹脂または未溶融エラストマーによるベント口
での吹上がりが起きる吐出量のいずれかの少ない方から５ｋｇ／ｈを除した数値とした。
なお、実施例及び比較例に用いた原料以下の通りである。
【００５７】
　(粉体原料)
粉体原料１．見掛け密度０．３９ｇ／ｍｌ、平均粒径６０μｍのポリフェニレンスルフィ
ド（東レ（株）製Ｌ４２３０）。
粉体原料２．東レ（株）製、ＣＭ１００１を冷凍粉砕して得た見掛け密度０．４２ｇ／ｍ
ｌ、平均粒径２４０μｍのナイロン６。
なお、見掛け密度はＪＩＳ　Ｋ７３６５に示される方法で測定し、平均粒径はＪＩＳ　Ｋ
５６００－９－３に示される方法で測定した。
【００５８】
　（エラストマー原料）
エチレン/グリシジルメタクリレート共重合体(Ｅ／ＧＭＡ＝８８／１２重量％)、ＭＦＲ
＝３ｇ／１０分、密度９４０ｋｇ／ｍ３、なお、ＭＦＲはＪＩＳ　Ｋ６７６０に定められ
た方法（１９０℃、２１６０ｇ荷重）で測定した。
【００５９】
　表２の最大可能吐出量の結果からわかるように、比較例に比べ実施例は、吐出量が多く
、押出効率に優れていることがわかる。また、粉体原料にエラストマーを配合した場合で
あっても、本願方法によれば吐出量の低下は認められなかった。
【００６０】



(10) JP 5799877 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

【表１】

【００６１】
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【表２】

【符号の説明】
【００６２】
　１：押出機
　２：供給口
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　３：スクリュー
　４：第一搬送部
　５：第一混練部
　６：第二搬送部
　７：第二混練部
　８：第三搬送部
　９：ベント口
１０：ベント口
１１：吐出口
１２：第二供給口
１３：第三混練部
１４：第四搬送部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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